
○社長の金子です。私からは、足元の輸送状況と経営の考え方についてご
説明します。
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○まず、東海道新幹線の輸送状況について、東京口の断面輸送量を用い
てご説明します。

○2019年度を振り返りますと、１月まではビジネス、観光ともにご利用が堅調
に推移し、前年比102％でした。台風19号の影響で、10月12日にはほぼ全
ての新幹線を計画運休したこともありましたが、４月から１月までの実績は、
特にゴールデンウィークや年末年始などの繁忙期に多くのお客様にご利用
をいただき、前年を上回る水準で推移しました。

○一方、２月は後半になるにつれ、新型コロナウイルス感染症の発生を受け
た外出自粛等の影響が次第に大きくなり、前年比92％となりました。３月に
入るとそうした動きがさらに強まり、お客様のご利用が低調に推移して、前年
比41％となりました。

○その結果、2019年度の年度累計の輸送量は前年比96％と、前年を下回
る結果となりましたが、運輸収入で見ると過去２番目の水準となりました。

○４月に入ってからは、 ４月７日に緊急事態宣言が出され、企業の出張や
旅行など、さらにご利用が減少し、26日までの実績で前年比11％と、大変厳
しい状況です。
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○新型コロナウイルス感染症の業績への影響についてご説明します。

○正確に測ることはできませんが、2019年度の運輸収入には640億円程
度、連結営業収益には750億円程度の減収影響があったと考えています。

○2020年度の業績への影響は現時点で算定することが困難ですが、当社
の資金繰りについては、当面の間、懸念はありません。グループ会社の資
金繰りについても、グループ内の資金を集中管理し、相互に融通するキャッ
シュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）により資金不足のグループ会社へ資金
を貸し付ける体制を整えており、グループ会社の資金繰りについても問題あ
りません。

○また、中央新幹線の工事に必要な資金は、当面、財政投融資を活用した
中央新幹線建設長期借入金により確保できており、着実に計画を進めてい
く考えです。
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○次に、当面の鉄道事業運営の考え方についてご説明します。

○まず、鉄道の運行についてですが、先日、東海道新幹線の運転計画の
見直しについて発表しました。今回の運転計画の見直しは、事業継続性の
観点から、乗務員の余力を備えておくために、事業継続計画（ＢＣＰ）を踏ま
えた運転計画へ移行するために実施したものであり、当社としては引き続
き、公共的な役割を担う輸送機関として、その使命を果たしていく考えで
す。なお、列車運行を絞ることによる経費節減効果は限定的です。

○鉄道事業を営む当社の費用構造は、固定費の比率が高く、収益の伸び
に応じて費用が増加するといったことがない一方で、逆に列車本数を削減
して費用を大幅に削減することも困難という特徴があります。当社では、リー
マンショックの減収局面を機に進めてきた低コスト化の取組みにより、筋肉
質な経営基盤を構築し、利益を生み出す力を強化してきました。したがっ
て、新型コロナウイルス感染症の影響は見通しがつきにくい状況であり、影
響が長期化する場合に備え、様々な検討を行ってまいりますが、現時点に
おいては、設備投資については安全の確保に必要なものであり、中長期的
な観点から計画通り実施していく考えであります。また、中央新幹線につい
ても着実に進めてまいります。

〇その上で、感染収束後には、「のぞみ12本ダイヤ」、N700Sの投入、EX
サービスの利便性向上といった取組みを活かし、収益の回復・拡大が図れ
るよう備えてまいります。
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○最後に、株主還元についてご説明します。

○当社の配当に対する考え方は、長期的な視点に立って経営を行う鉄道
事業の性格から、従前より一貫して、安定配当を継続することを基本に、各
期の経営環境、業績を踏まえて、具体的な配当額を決定するという方針で
す。

○この方針に基づき、2019年度の期末配当は、本年１月に公表した配当予
想どおり１株当たり75円とする予定です。

○2020年度の配当については、安定配当を継続するという基本方針に変
更はありませんが、現時点で業績予想の算定が困難であるため、配当予想
は未定とし、可能となった時点で速やかに公表します。

○私からの説明は以上です。
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○財務部長の山田です。私からは、2020年３月期の決算概要についてご
説明します。

○最初に、連結決算の概要ですが、減収減益の決算となり、営業収益・各
利益ともに２年前と同程度の水準となりました。

○まず収益面では、２月以降の新型コロナウイルス感染症の発生を受けた
外出自粛等の影響により、当社の運輸収入、グループ会社ともに減収とな
り、連結営業収益は、前年を334億円下回り、１兆8,446億円となりました。

○営業費は、当社の物件費が増加したことなどにより、201億円の増加とな
りました。

○これにより、営業利益6,561億円、経常利益5,742億円、親会社株主に帰
属する当期純利益3,978億円となりました。

○長期債務の当期末残高は、連結、単体ともに４兆8,460億円となりました。
また、中央新幹線建設長期借入金を除いたその他の長期債務は１兆8,460
億円となり、50億円の減少となりました。

○設備投資については、概ね計画通り進めることができ、連結で5,240億
円、単体で4,996億円の実績となりました。



○続いて、各セグメントの対前年の増減についてご説明します。

○運輸業は、新型コロナウイルス感染症の発生を受けた外出自粛等の影響
による当社の運輸収入の減等により、減収減益です。

○流通業も、同様に、新型コロナウイルス感染症の影響などによる東海キヨ
スクの店舗売上の減等により、減収減益です。

○不動産業は、ＪＲ東海不動産のマンション販売収入の減に加え、新型コロ
ナウイルス感染症の影響などによる駅ビル収入の減等により、減収減益とな
りました。

○最後に、その他セグメントについては、当社の設備投資の増等に伴う受
託会社の売上増や、日本車両における鉄道車両事業の売上増等により増
収の一方で、新型コロナウイルス感染症の影響などによるＪＲ東海ホテルズ
やＪＲ東海ツアーズの売上減により減益となりました。
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〇続いて、連結キャッシュ・フロー計算書についてご説明します。

〇営業活動によるキャッシュ・フローは、２月以降の新型コロナウイルス感染
症の発生を受けた外出自粛等の影響により、当社の運輸収入、グループ会
社ともに減収となったことなどから、資金収入は減少しました。

〇投資活動によるキャッシュ・フローは、中央新幹線建設に伴う固定資産の
取得等による支出は増加したものの、中央新幹線建設資金管理信託の取
崩しによる収入により相殺された一方で、資金運用による支出が減少したこ
とから、資金支出は減少しました。

〇なお、中央新幹線の建設に係る資金については、「有形・無形固定資産
の取得等による支出」として計上される一方、前年度下半期と本年度上半
期の実績に基づく取崩し額が「中央新幹線建設資金管理信託による収入」
にキャッシュインとして計上されます。

〇財務活動によるキャッシュ・フローは、長期債務の返済による支出が増加
した一方で、社債の発行による収入が増加したことにより相殺され、資金支
出は前年並みとなりました。
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○最後に、当社単体の決算についてご説明します。

○まず運輸収入ですが、１月まではビジネス、観光ともに多くのお客様にご
利用いただき、輸送量は対前年102％と堅調に推移しておりましたが、２月
以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、ビジネス、観光ともにご利用
が大幅に減少した結果、通期では前年を310億円下回りました。単体の営
業収益についても、前年を278億円下回り、１兆4,369億円となりました。

○続いて、営業費の主な項目についてご説明します。

○人件費は、退職給付費用が減少したことなどにより、対前年46億円の減と
なる1,751億円でした。

○物件費のうち、動力費は、前年並みの433億円でした。修繕費は、中央新
幹線関連の一時的な撤去工事費をはじめとする設備投資に伴う費用の増
加や、在来線次期特急車両に関する技術開発費の増加等により、対前年
155億円の増となる1,561億円でした。業務費は、Ｎ700Ｓの営業投入に向け
たシステム改修費用の増加や、新幹線の車内警備や清掃等に係る委託費
の増加等により、対前年38億円の増となる2,019億円でした。

○減価償却費は、「エクスプレス予約」のシステム更新を行ったことなどに伴
い、対前年21億円の増加となりました。

○これらの結果、減収減益の決算となりました。

○なお、今回からはインバウンド収入の推計値を公表することにしました。
2019年度の運輸収入に占めるインバウンド収入は450億円となり、前年度
より５％増えたと推計しています。

○私からの説明は以上です。
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○総合企画本部長の丹羽です。まず、来期の業績についてです。

○2021年３月期の業績予想は、現在、新型コロナウイルス感染症の発生を
受けた外出自粛等の影響により鉄道等のご利用が大幅に減少しており、今
後も業績に影響を与える未確定な要素が多いことから、現時点で算定が困
難であるため、未定とさせていただきます。

○今後、可能となった時点で速やかに公表します。
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○続いて、2020年度の主要施策のうち、まずは、「のぞみ12本ダイヤ」による
利便性向上についてご説明します。

○今は厳しい経営環境の中で、当面の間、全ての臨時列車の運転を取りや
めることとしていますが、この「のぞみ12本ダイヤ」は東海道新幹線のフリー
クエンシーを高め、サービスの向上にきわめて大きな意義を持つものです。

○当社では、会社発足以降、東海道新幹線の輸送サービスを充実させるべ
く、一貫して輸送力の増強に取り組み、お客様のニーズにお応えしてきまし
た。そして、今年３月14日のダイヤ改正では、お客様のご利用が多い時間
帯には１時間あたりの「のぞみ」の運転可能本数を２本増やし、最大12本、
平均で５分に１本、走らせることができるこの「のぞみ12本ダイヤ」を実現しま
した。また、「のぞみ」の所要時間の短縮も実現し、全ての「のぞみ」が東京
～新大阪間を２時間30分以内で運転するようになりました。

○今後、事態が収束した後には、この「のぞみ12本ダイヤ」により増強された
輸送力のポテンシャルを活用していきたいと思います。
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○フリークエンシーの向上に加えて、ネット予約及びチケットレス乗車サービ
スを通じた利便性向上の取組みも引き続き進めます。

○スライド上段のグラフは、「エクスプレス予約」会員数と「スマートＥＸ」登録
者数を棒グラフで表したものです。2019年度末時点の「スマートＥＸ」の登録
者数は約377万人、従前の「エクスプレス予約」の会員は約387万人となり、
指定席におけるネット予約の比率は４割を超えました。

○2021年春には、訪日外国人向けにＱＲコードによるチケットレス乗車サー
ビスや、複数人のお客様でのチケットレス乗車サービス、また、遅延している
列車の指定席の予約・変更サービスを開始することで、今後も、東海道新幹
線をますます便利に使っていただけるよう取り組みます。
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○最後に、中央新幹線計画の状況についてご説明します。スライド上段の
地図では、品川・名古屋間の計画路線のうち、オレンジの線が山梨リニア実
験線で、赤い部分が既に工事契約を締結した箇所を示しています。

○トンネル工事の契約については、昨年12月に岐阜県内において、駒場ト
ンネルや長島トンネル等の山岳トンネルの工事契約を締結するとともに、本
年２月には、シールド工法で掘削する第一首都圏トンネル（東百合丘工区）
で工事契約を締結しました。

○中間駅については、昨年６月に初めて工事契約を締結した神奈川県駅
(仮称）は11月から本格的な工事に着手しており、岐阜県駅（仮称）でも本年
３月に工事契約を締結しました。

○また、都市部非常口については、2019年度までに品川・名古屋間に設置
する13箇所全てで工事契約を締結しました。さらに、車両基地については、
３月に中部総合車両基地の工事契約を締結しました。
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○続いて、工事の進捗についてです。

○上段の地図上、ほぼ直線で走る赤い線が中央新幹線のルートで、このう
ち、黒い線が山梨リニア実験線です。一方、海岸線に沿って走る青い線が
東海道新幹線のルートです。写真でお示ししているとおり、中央新幹線の
工事は、沿線各地で着実に進んでいます。

○ターミナル駅となる品川駅や名古屋駅では、工事桁等の施工を進めたほ
か、都市部非常口のひとつである北品川非常口は、昨年12月に立坑本体
が完成するとともに、本年１月には同非常口からトンネルを掘削するシール
ドマシンが完成し、報道公開を行いました。なお、現在は、シールドマシンの
現地への搬入、組立を進めており、万全な準備をしたうえで、2021年度から
掘削を開始する予定です。

○また、岐阜県の日吉トンネル（南垣外工区）においても、昨年11月に本坑
掘削の様子を報道公開しました。

○これらに伴う設備投資額の推移については、スライド右下に記載していま
す。2019年度の実績は2,552億円となり、2014から2019年度の累計で7,579
億円まで積み上がっています。なお、2020年度においても3,800億円の工
事費を計画しており、工事を着実に進めてまいります。
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○ターミナル駅と並んで、工期が長期にわたり難易度が高い南アルプストン
ネルについては、2015年に山梨工区、2016年に長野工区において工事に
着手したものの、静岡工区においては、未だ、坑口付近に通じる林道の整
備や建設従事員の宿舎の建設等の工事にとどまっています。

○こうした状況を踏まえ、昨年８月に国交省・静岡県・当社の三者で、静岡
工区の当面の進め方について合意書を締結し、10月には、鉄道局は、省・
静岡県・当社の三者を構成員とする省主催の会議を設置して問題の解決を
図ろうとしましたが、静岡県知事が他の省庁の参加を求めるなどしたため、
会議の設置には至りませんでした。

○そして本年１月には、トンネル工学や水文学等の専門家からなる「有識者
会議」を設置することを鉄道局が県に提起し、その後、委員の選定をめぐり
調整が行われていましたが、４月27日に第１回目が開催されました。当社と
しては、有識者会議に真摯に対応し、問題が解決に向かって進むことを期
待しています。

○新型コロナウイルス感染症流行による厳しい経営環境の中ですが、2020
年度も、安全・安定輸送の確保を最優先に、幅広い課題に着実に取り組ん
でまいります。以上です。
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